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第６章 



１ 計画の推進体制                                     

計画の実現のためには、障がい者やその家族、関係機関・団体、町民、町などが計画の中で掲

げた基本理念を共有し、その達成に向けてそれぞれが役割を果たすとともに連携して取り組んで

いくことが重要になります。そのためには、計画の進捗状況を確認し、課題の解決に向けて、改善

を積み重ね、施策を実行する体制が必要となります。このため、障がい者、福祉関係者、有識者、

町民からの公募による委員等で構成される「障がい者福祉計画策定・推進委員会」において、計

画の進捗状況の評価及び見直しを検討していきます。 

障がい福祉施策については、保健・医療・教育・就労など、全庁的な取り組みが必要なことから、

庁内各課の緊密な連携を図り、全庁が一体となって各種施策を推進します。また、社会福祉協議

会、県等関係機関、障がい者団体、ボランティア、障害福祉サービス提供事業者などが、それぞれ

の役割を果たすとともに相互連携の強化を図ります。 

２ 計画の進行管理                             

委員会では、年度ごとに計画の進捗状況を把握、分析、評価し、次年度の事業へ反映させてい

きます。委員会へ報告して意見聴取を行い、計画実現に向けた取り組みを確認します。進捗状況

の管理の過程においては、「計画（Plan）-実施・実行（Do）-点検・評価（Check）-処置・改善

（Action）」の「ＰＤＣＡマネジメントサイクル」に基づく計画の評価・点検を行い、実効性のある進

行管理を行っていきます。 

◆ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

改善(Action) 

必要に応じて次年度の予

算・事業に反映させる。 

評価(Check) 

中間評価として成果目標及び活動

指標を用いた計画の達成状況の分

析・評価を行う。 

実行(Do) 

計画の内容を踏まえ、庁

内関係各課や関係機関と

の連携による事業展開 

計画(Plan) 

計画の基本理念「基本指針」に即し

て、成果目標及び活動指標を設定す

るとともに、障害福祉サービスの見込

量の設定や確保、方策等を定める。 


